
新規・拡充事業

①事 業 名 【７】子どもの生活リズム向上プロジェクト

②主管課及び関 （主管課）生涯学習政策局男女共同参画学習課（課長：清水明）
（ ）係課 課長名

③施策目標及び 施策目標１－３ 家庭の教育力の向上
達成目標

達成目標１－３－１ 子どもの基本的生活習慣を育成し、親と子どもの豊かな育ち
を支援する。

④事業の概要 子ども及び子育て中の親を対象として、以下の施策を講じる。

①地域ぐるみで子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムを向上
させることを目指す普及啓発事業を実施し、その中で、中央イベントや全国
フォーラムを開催するほか、子どもの愛着形成の重要性など、脳科学等の科
学的知見を踏まえた子どもの望ましい生活習慣の育成についての事業の企画
や親等への情報提供や相談に当たる際の参考とするため、社会教育主事や子
育て支援団体のリーダー等の指導者向け資料「生活リズム向上指導資料」を
作成し、指導者に配布。

②子どもの生活リズムを向上させるための様々な活動に取り組む地域を指定し、
実践地域における事例の分析や効果の検証を行い、その成果を全国に普及す
るための調査研究を実施。

③子ども等の生活リズム実態調査を実施し、様々な家庭環境にある子どもの朝
食欠食や夜更かしの実態など、子どもの基本的生活習慣の確立に向けた全国
的な実態や課題等を把握する 。

以上の施策により、地域ぐるみで、家庭教育に関心の薄い親を含め、親が子
どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムを向上させることの重
要性について再認識し、親が親としての役割を果たすようになることを目指
すものである。

⑤予算額及び 平成１９年度概算要求額：３０１百万円 （平成１８年度予算額：１３０百万円）
事業開始年度 事 業 開 始 年 度：平成１８年度

⑥広報計画 【ﾀｰｹﾞｯﾄ】当該事業に も密接に関係する子ども及び子育て中の親を主なターゲットと
して広報活動を進めていく。

【ﾒｯｾｰｼﾞ】本事業の展開に当たっては、家庭における食事や睡眠などの基本的生活習慣
の乱れが個々の家庭や子どもの問題として見過ごすことのできるものではな
く、社会全体の問題であり、そのためには地域一丸となった取組が必要であ
ることを理解してもらうことを目指す。

【媒 体】自治体への通知や主管部課長会議等を通じて情報を発信するほか、ホームペ
ージや広報用パンフレットを用いる。

【ﾀｲﾐﾝｸﾞ】今年６月、政府の少子化社会対策会議が「新しい少子化対策について」を決
定し、来年度予算から一部の政策の実現を目指していくという状況を考慮し
て、 も効果的と思われる平成１９年１月から、情報を発信していくことを
予定。また、その後も１ヶ月～２ヶ月程度を目安として、適宜発信した情報
を更新していくことも予定。

⑦事業開始時に 本事業は、子どもの基本的生活習慣を育成することを目指し、平成２１年度までに、
おいて得よう 夜更かしする子どもの割合（夜更かしの基準時：①就学前の子どものうち２１時以降に
とした効果 就寝した者、②小学生《４、５、６学年》のうち２２時以降に就寝した者、中学生のう

ち２３時以降に就寝した者）を半減させ、朝食を欠食する就学前の子ども、及び小中学
生の割合を０％にする。

⑧得られた効果 今年度が初年度の事業のため、効果はまだ把握できていないが、朝食の欠食や生活リ
ズムの乱れといった問題は従来より専門家等から指摘されているところ。

今後、より一層効果的な普及啓発活動を展開するためには、子どもの基本的生活習慣
の実態を全国的に把握する必要があり、また、普及啓発を行う側の方々に対しても、子
どもの望ましい生活習慣分かりやすく、かつ専門的見地から考察を加えた指導資料を作
成・配布する必要がある。さらに、企業等に対し、例えば働き方の見直しなど今までよ
りも踏み込んだ働きかけを展開する。

⑨得ようとする 【得ようとする効果】 ⑩達成年度
効果及び上位 地域ぐるみで、家庭教育に関心の薄い親を含め、親が子ど
目標との関係 もの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムを向上さ 平成２１年度



せることの重要性について再認識し、親が親としての役割を
果たすようにする。

目標値：望ましい基本的生活習慣（夜更かしをしない、朝
食をとる等）が育成された子どもの割合の向上

【上位基本目標・達成目標との関係】
本事業の効果を上げることにより、親が親としての役割を

果たすようになり、ひいては、家庭の教育力の向上という成
果に結びつくものと考えられる。

⑪必要性 施策目標１－３の目的を達成するためには、子どもの基本的な生活習慣をしっかりと
身につけさせることができるよう、親と子どもの豊かな育ちを支援する必要があるが、
今日の子どもの学力や体力の低下は、社会の根幹を揺るがしかねない喫緊の課題となっ
ており、家庭における食事や睡眠などの基本的生活習慣の乱れとの相関関係が指摘され
るなど、家庭の教育力の低下がその要因の一つとなっていることから、一地域のみでは
解決することが困難であり、国が率先して子どもの生活リズムの向上を国民運動として
推進していくことが必要不可欠である。さらに、行政と企業等との連携は自治体レベル
では困難なことが多く、国が中心となって、調整を行うことが必要である。

⑫効率性 【事業に投入されるインプット（資源量 】）
本事業の予算規模は３０１百万円である。

【事業から得られるアウトプット（活動量 】）
○「早寝早起き朝ごはん」国民運動Ｗｅｂサイトへのアクセス数は、立ち上げ当初（１

８年５月～６月）で、１日平均３５０件であり、１年間で延べ１３万件が予想される
が、今後のさらなる内容の充実（ 早寝早起き朝ごはん」に関する専門的見地等）に「
より、２倍以上の３０万件と推定される。

○新聞（全国紙）への掲載により、２，７２０万人に広報できると推定される。
○全国フォーラムを全国７箇所で開催するが、１件４００人の集客が予想されるため、

全体として２，８００人の集客数が推定される。
○今年度の調査研究受託件数が４５件であるため、調査研究事業への参加者（子ども、

親）への周知を平均２，０００人と推定した場合、９０，０００人に周知されると推
定される。

⑬想定できる代 本事業を各地方公共団体で実施することを想定した場合、各地方公共団体の財政状況
、 、 。 、替手段との比 により その事業規模に差が生じることが予想され 活動量が一律とはならない また

較考量 国が統一的に事業を実施することにより、国民運動として全国的な機運の醸成を図るこ
とが可能と考えられる。

また、子どもと親の過ごし方（親の帰宅時間、子どもと過ごす時間）の実態や朝食の
欠食状況（朝食の内容や欠食の理由 、夜更かしの実態（起床・就寝時間、夜更かし、）
朝寝坊の理由）などといった詳細に及ぶ子どもの基本的な生活習慣に関する全国的な調
査研究は行われていないため、国が統一的な調査を行うことにより貴重なデータが得ら
れる。

⑭ 指標・参考指 【指標】
有 標 夜更かしをする子どもの割合の減少

朝食をとらない子どもの割合の減少
効

効果の把握の ○調査研究事業実施地域の小・中学生を対象に活動前と活動後の比較調査を実施する。
性 仕方 ○フォーラム参加者に対してアンケート調査を実施する。

○文部科学省委嘱調査や民間の調査により比較する。

得ようとする 本事業では、夜更かしをする子どもの数が減少し、朝食をとる子どもの割合が増加す
効果の達成見 るという効果を見込んでいる。

Web込み及びその 個々の家庭ごとに 基本的生活習慣の改善に取り組んでいくことは困難であるが、 、
判断根拠 サイト、新聞等による普及啓発や、的確に実態を把握し、地域のニーズに応じた事業を

実施することで、事業の得ようとする効果は充分達成することが可能である。

⑮公平性、優先
性

⑯評価に用いた
データ・情報

⑰備 考



最 近 の 子 ど も た ち
○子どもの基本的生活習慣の乱れ

○毎日朝食をとる子どもほ
ど、ペーパーテストの得点
が高い傾向（平成１５年度
小・中学校教育課程実施
状況調査結果より）

子どもの生活リズム向上のための調査

研究の実施 （拡充）【民間団体への委託】

※就寝時間の遅れ

①22時以降に就寝する幼児（６歳以下）の割合：２９％
(平成1７年度 ベネッセ教育研究開発センター「第３回幼児の生活ｱﾝｹｰﾄ」結果より)

②小学校高学年で23時以降に就寝:２９％ 中学生で24時以降に就寝:４７％
（平成１７年度 義務教育に関する意識調査より）

※朝食を食べないことがある小中学生の割合：小学生 １５％、中学生 ２２％
（平成1７年度 義務教育に関する意識調査より）

子どもたちの健やかな成長のための
基本的生活習慣の確立

「生活リズム向上指導資料」の作成 （新規）

子育て支援団体のリーダーや社会教育主事等の指導者が、子どもの

生活リズムの向上に資する事業の企画立案あるいは親等への相談等

に応じる際に参考となるよう、子どもの情動等の科学的知見や望まし

い生活リズムが教育へ与える影響などの研究成果等をふまえた内容を

盛り込んだ指導資料を作成する。

〔1〕ポスター等の作成・配布

〔2〕中央イベントの開催

〔3〕全国フォーラムの開催

〔4〕企業との連携による「子どもの生活リズム向上」

のための普及啓発（新規）

子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活ﾘｽﾞﾑを向上させるこ

とを含め家庭教育支援の機運を高めるため、関係機関･団体等と連携

し、下記の普及啓発事業を実施。

子どもの生活リズム向上のための普及啓発事業の実施 （拡充）

普及啓発事業の委託 （拡充） 【民間団体への委託】

子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムの向上をめざして

学校,PTA,子ども会、自治会、町内会など

関係団体が連携し、地域ぐるみで子どもの

望ましい基本的生活習慣を育成し、子ども

の生活リズム向上のための全国的な取組

状況を調査し、先進地域における事例研究

や生活リズムの向上による効果の分析、検

証等を行う。

※子どもの情動等に関する脳科学等の成
果を踏まえ、新たに、乳幼児期 における愛

着形成など、乳幼児を中心とした調査研究

を実施

実施地域数： ３５ヶ所→７０ヶ所
(35カ所＋乳幼児期調査（新規）35カ所）

子 ど も の 生 活 リ ズ ム 向 上 プ ロ ジ ェ ク ト（拡充）
1９年度要求額 ３０１百万円 (１３０百万円)




